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何のマークかわかりますか？
　今年度の消費生活モニターがこれまでの活動で学んだ知識をもとに、クイズを作成
しました。みなさんは、次のマークが何のマークかわかりますか。考えてみましょう。

（答えは4ページをご確認ください。）

消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（市役所２階）　２３－１１６１●
相談日時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時３０分～午後４時３０分

第2回消費者講座を開催しましたお知らせ
平成29年度消費生活モニターを募集します

成田市花崎町７６０　市役所 2階編集発行 ２３－１１６１成田市消費生活センター

消費生活消費生活消費生活消費生活 平成29年1月31日
No.119

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。

消費生活2017.1.31

第2回 消費者講座を開催しました

消費生活モニターは、消費生活に関する学習会や意見交換を
中心とするモニター会議（毎月１回程度）や工場視察などを行
い、賢い消費者になることを目指すものです。また、地域の消
費者のリーダー、そして消費者と行政のパイプ役として、得た
知識や情報を広く啓発していただきます。

　12月15日（木）に一般社団法人ECネットワークの原田 由里氏を講師に招き、「インターネット
の落とし穴」をテーマに講座を開催しました。インターネットトラブルの最新の傾向やスマートフォ
ンアプリの特徴と注意点、インターネットに関する消費者トラブル事例などについて参加者は聞き
入っていました。

平成29年度の「成田市消費生活モニター」
を募集します

募集人数 20名以内（選考あり）
申込期限 2月28日（火）
申込方法 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、
 成田市役所商工課に直接提出してください。
 申込書及び募集要項を希望される方は、商工課ホームページ　
 （http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/shoko/index.html）
 または商工課（℡：20-1622）までご連絡ください。

表紙の答え ： ①プラスチック製容器包装識別表示マーク  ②PETボトル識別マーク  ③紙製容器包装識別表示マーク  ④飲料用スチール缶識別マーク
　　　　　   ⑤飲料用アルミ缶識別マーク  ⑥小型家電認定事業者マーク  ⑦段ボールのリサイクル推進シンボルマーク
　　　　　   ⑧ ガラスびんリターナブルマーク  ⑨モバイル・リサイクル・ネットワーク ⑩電池のリサイクルマーク

市内視察研修（清掃工場）の様子

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Return OK

buy？



衣類の「取扱い表示」が新しくなりました!

新しい「取扱い表示」のポイント
①「基本記号」と「付加記号」や「数字」の組み合わせで構成されます。

家庭洗濯 クリーニング漂　白 乾　燥

強　さ

通常の強さ 〈 記 号 〉

〈 数 字 〉

低

タンブル乾燥や
アイロンの温度は
「点（・）」で表します。
数が増えるほど
温度は高くなります。

基本記号と
組み合わせて、
禁止を表します。

数字は家庭洗濯
での洗濯液の上
限温度です。

高
弱い

非常に弱い

線が増えるほど作用は
弱くなります。

禁　止温　度

アイロン

② 記号の種類が22種類から41種類に増えます。
③ 参考情報が簡単な言葉で付記される場合があります。(付記用語)
　　　例・・「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「当て布使用」など

④ 表示は、取扱い方法の上限を表しています。
「取扱い表示」やタグなどは洗濯や手入れの情報源です。正しく理解し、
衣類の購入時には参考にし、正しく洗濯しましょう。
※新しい表示は平成28年12月1日以降に販売されるものに表示されるため、しばらくの間は新旧いずれかの表示のものとなります。

◆５つの基本の記号

◆付加記号と数字

線なし

新しい「取扱い表示」の記号と意味

出典：「リーフレット」（消費者庁）
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/laundry_symbols.html

消費生活2017.1.31 良く見よう　大文字よりも　ちいさな字 （平成28年度成田市消費生活モニター作） 「あなただけ」　周りもみんな　「あなただけ」  （平成28年度成田市消費生活モニター作） 消費生活2017.1.31

　皆さんは洗濯する際に、衣類についている「取扱い表示」の記号を確認していますか？この記号は日
本工業規格(JIS)で規定されており、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程により、指
定された繊維製品に、事業者などが洗濯などの「取扱い表示」として表示することになっています。しか
し、海外との取引が一般的になり、変化に対応するために国際規格(ISO 3758)の表示記号に整合し
た日本工業規格（JIS L0001）が制定されたことに伴い、日本の国内規程である繊維製品品質表示規
程が改正され、平成28年12月1日から施行されました。
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